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第５次行財政改革大綱の推進方法

評価指標と目標値の設定

目指すべき中長期的な行財政運営の持続可能性や安定性、改革の進捗及び達成状況

を総合的に判断するため、引き続き評価指標と目標値を設定し、目標に向けた取り組

みの成果や、改革に遅れの生じている課題点を明らかにします。

また、第４次行財政改革大綱では、経常収支比率等の財政面における評価指標を設

定していましたが、財政面以外の視点においても改革の進捗状況を確認するため、第５

次行財政改革大綱では、基本方針ごとに評価指標と目標値を設定します。

これまでの財政面における評価指標は基本方針Ⅰにおける評価指標として受け継ぎ、

基本方針Ⅱにおいては職員の能力向上や職場環境の充実について、基本方針Ⅲにおい

てはサービス提供の仕組みづくりについての進捗を捉えることができる評価指標を設

定します。

進行管理

これまでに示した、市の目指す将来像や基本方針は、令和６年度から令和15年度ま

での10年を貫く長期的な目標方針とし、その上で、予測し得ない社会経済情勢の変化

などに対応するため、中間年にあたる令和10年度に基本方針の見直しを実施します。

具体的な取組を定めるアクションプランについては、取組の進捗状況や新たな課題

への対応、第３次総合計画の実施計画との整合などを踏まえ、毎年度実施項目の見直

しや追加、削除を行うことで、柔軟で機動的な行財政改革を図るとともに、その実行性

を高めます。

行財政改革の財政効果額

行財政改革を実施しない場合と比較して、抑制された歳出額及び新たに確保された

歳入額の合計を行財政改革の財政効果額として算出します。アクションプランにおいて、

実施項目ごとに効果額の捉え方を定め、可能な限り財政効果額の可視化を図ります。

業務の効率化等、直接的に財政効果額を算出できない取組についても、効率化にと

もなって抑制された業務時間を人件費換算するなどして、算出を試みることとします。
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